
『逐条解説 保険法』＊正誤表 

 

◎本書第 1 刷に、訂正を要する箇所がございました。深くお詫び申し上げますとともに、以

下のように変更のうえ本書をご利用いただけますよう、お願い申し上げます。 

 

（2019 年 10 月 29 日更新） 

■391 頁脚注 14)「榊素・前掲注(12)367 頁」を「榊・前掲注(12)367 頁」と訂正する。 

 

■774 頁 17 行目「保険金請求者に対して」を「保険金請求権者に対して」と訂正する。 

 

 

（2019 年 11 月 1 日更新） 

■46 頁２行目から５行目までを、次の文章に差し替える。 

 ドイツ保険契約法は、2008 年改正で損害保険の対象に関する規定を削除したが（旧 1・

49 条など）、一方で、新設の予定保険をはじめ、被保険利益（付保利益）の不存在・新価

保険など、被保険利益概念を前提とする規定を維持する（53 条以下、80 条、88 条など参

照）。 

 （脚注）ドイツ保険契約法の各条文部分（102、304、231、286 頁）を参照。 

 

■46 頁 25 行目の文章の最後に、次の文章を追加する。 

各国とも、表現は異なるが、被保険利益に相当する概念を根底に要する点で一致する。 


